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※ 掲載されている各項目は、 
・ 平成２０年度に新たに取り組むもの 
・ 過去に各年度実施計画並びに取り組み結果に掲載された項目で平成

２０年度に更なる見直しを行うもの 
・ その他、特に効果が期待できる経営改革の取り組み 
であり、北九州市経営改革大綱における６つの柱に沿った分類ごとに整

理している。 

 
※ 各項目の実施概要に記載している見直し効果には、前年までの効果は
含まない。また、原則として百万円単位（単位未満は四捨五入）で

記載している。 
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Ⅰ 平成２０年度経営改革実施計画について 

１ 平成２０年度の取り組み項目数と見直し効果 

◆ 取り組み項目数   １２９件（再掲除き １０６件、うち新規４９件） 
◆ 見直し効果額（目標） 約１４１億円 (一般財源ﾍﾞｰｽ：約１３３億円) 
 

■ 主な実施項目（歳入増 約５９．０億円）  

・市税及び税外債権の収入率の向上 約４．０億円

・廃棄物の埋立処分料金の改定 約２．３億円

・工業用水道事業会計長期借入金の繰上償還 約１７．０億円

・競輪、競艇特別会計の繰出金の活用 約５．０億円

・特別会計の剰余金等の活用 約１６．３億円

・未利用市有地の有効活用 約１４．３億円

■ 主な実施項目（歳出減 約８２．０億円） 

・職員数の適正化及び人件費総額の削減 約５．２億円

 （退職手当の増加を除く効果  約１４．９億円） 

・公共投資の重点化・抑制（▲7.1％（事業費ベース）） 約２２．３億円

・企業会計への繰出しの見直し 約１０．６億円

・公共施設における維持管理コスト縮減の取り組みの推進 約２．４億円

・家庭ごみ量減に伴う収集台数の見直し 約１．３億円

・高金利債の借換 約１．３億円

【参 考】平成20年度当初の職員数 

平成２０年４月１日現在の職員数は、約９，２００人となる見込みで、“職員  

８千人体制”の実現に向けた取り組みを着実に推進する。（前年比較▲約１８０人） 

北九州市の職員数推移（各年4月1日）
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２ 経営改革大綱６つの柱と主な取り組み内容 

① 政策マネジメントサイクルの確立（４件） 

ア 「（仮称）北九州市経営プラン」等の策定 

  第三者機関である「北九州市都市経営戦略会議」の議論をいただきな

がら、平成２１年度以降の中期的な市政経営や行財政改革の方針となる

「（仮称）北九州市経営プラン」を策定する。 

  また、それを踏まえて、財政の健全化を図りながら、「人にやさしく元

気なまち」の構築を着実に進めるため、「平成２１年度北九州市経営方

針」を策定する。 

 

イ 指定管理者評価システム・公共事業事前評価システムの充実 

  公の施設の管理を代行している指定管理者について、適正な管理が行

われているかなど第三者委員会の評価を含め、引き続き多角的な視点か

らの評価を実施する。 

  また、公共事業の着手や継続について、必要性や効果等を客観的に検

証し、市民意見を踏まえた上で慎重に決定するため、事業着手前の事前

評価や予算化後一定期間ごとに行う再評価を引き続き実施する。 

 

② 市民との協働と公民パートナーシップ（ＰＰＰ）の活用（２３件） 

ア タウンミーティングの開催 

  様々な政策課題について市民と直接対話し、市民と市との協働による

まちづくりを進めることを目的に、タウンミーティング（対話集会）を

10回程度開催する。 

   

イ 予算編成過程の公開 

    市政の透明性の一層の向上と市民の予算編成への参画を図るため、平

成21年度予算編成においても、編成過程を引き続き公開する。 

 

ウ ＰＦＩなど民間活力の積極的な導入 

  公共施設の整備に当たっては、民間のノウハウを活用するＰＦＩなど

の積極的な導入を図り、投資コストを可能な限り抑制するとともに、公

共投資に併せて民間投資を誘発するなど、まちのにぎわいづくりに寄与

するような事業スキームを検討・構築する。 
＜ＰＦＩを導入する事業＞ 
・北九州市立思永中学校整備ＰＦＩ事業 

（Ｈ２０年度：建設、平成２１年４月：開校予定） 



３ 

＜ＰＦＩ等の民活導入を検討する事業＞ 
・（仮称）北九州市漫画ミュージアム開設準備事業 
（平成２０年度：実施方針検討、平成２１年度末：開館予定） 

・フィッシャリーナ整備事業 
  （平成２０年度：実施方針検討、平成２３年度末：完成予定） 
・黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 

（平成２０年度：事業内容・スキームの検討） 
 

エ 給食調理業務の民間委託 

市立小学校における学校給食調理業務について、平成１６年度から段

階的に民間委託化を進めている。平成２０年度は新たに１１校において

実施する。 

  また、直営保育所の給食調理業務についても、委託箇所を増加する。 

 

オ 北九州勤労総合福祉センター（北九州ハイツ）の民営化 

勤労福祉施設の北九州ハイツを運営している（財）北九州勤労総合福

祉センターの廃止に伴い、民間事業者に建物を賃貸し、運営を移行する。

見直し効果２１百万円。 

 

 
③ 市民サービスの向上と業務・組織の改革（３３件） 
ア 市役所組織の再編 

    「平成２０年度北九州市経営方針」に沿って、多様化する市民ニーズ

に応え、マニフェストに掲げられた様々な事業を、より積極的かつスピ

ーディに展開していくための、簡素で効率的な市役所組織を構築する。 

 具体的には、昨年１０月の「子ども家庭局」新設に続き、さらに次の

内容の組織の再編を行う。 

・企画政策室を強化拡充し、新たに「企画文化局」を新設。東京事務所

を「シティプロモーション首都圏本部」に名称変更。 
・産業学術振興局を「産業経済局」に改編。 
・経済文化局の廃止による組織のスリム化。 
 

  イ いのちをつなぐネットワーク構築事業の推進 
 市民が、家族や地域から孤立し、様々な制度やサービスを受けられな

い状態で死に至ることがないよう、“全てのいのちを大切にする”という

強い信念のもと、行政として地域を支援する新しい仕組み『いのちをつ

なぐネットワーク』の構築を推進する。 

 

 



４ 

 

ウ ３５人以下学級の実施 

小学校に入学したばかりの児童が友達と騒いだり教室を歩き回るなど

して授業が成立しない問題（「小１プロブレム」）や、小学校から中学校

１年生になったことで学習や生活の変化になじめずに不登校になるなど

の現象（「中１ギャップ」）に対処するため、平成２０年度から小学校   

１年生及び中学校１年生について、３５人以下学級を実施する。 
 

  エ 業務の効率化と情報システムの再編事業の推進 
    市役所業務全体をそのあり方から徹底的に見直し、その上で改革の効

果を最大とするため、情報システムの抜本的な再編と次期庁内ネットワ

ークの構築を強力に推進する。 
    完成後（平成２２年度予定）には、区役所窓口ワンストップサービス

の実現による市民の利便性の向上と区役所組織再編による職員数削減を

目指す。（「北九州市ＩＴ推進計画」における目標：▲５００人） 
 
オ 小中学校の統合の推進 

 市内全体で児童生徒数の減少が進み、小規模な学校が増えていること

から、教育効果の向上と教育環境の整備を図るために、小規模化した市

立小・中学校の統合を推進する。 
平成２０年度は、道原小学校と山本小学校を統合し、すがお小学校を

新設する。見直し効果５４百万円。 
 
カ 議員個人研修の廃止 

 議員又は会派等が、市政の調査研究の一助とするために、国内外の先

進事例を年１回視察する議員個人研修を廃止する。見直し効果９百万円。 

 
 
④ 人事・給与制度等の改革（５件） 
ア 職員採用試験における社会福祉専門人材の採用 

福祉行政に対する需要の高まりに応え、市民にやさしい市政を推進し

ていくため、社会福祉分野に造詣の深い人材を採用できる制度を確立す

る。 

 
 

⑤ 公営企業・外郭団体の改革（２１件） 
ア 企業会計への繰出しの見直し 

  公営企業会計への一般会計からの繰出金について、企業会計の独立性

の見地から、徹底した見直しを行う。見直し効果１，０６３百万円。 

 



５ 

イ 外郭団体への補助金の削減 

「北九州市外郭団体経営改革プラン」に基づき、外郭団体の内部管理

経費の見直しや自主財源の確保等を図り、補助金総額を削減する。見直

し効果３１７百万円。 

 
ウ （財）北九州市中小企業共済センター事業の北九州商工会議所への移管

及び財団法人の解散 

（財）北九州市中小企業共済センターの事業全体を見直し、退職金共

済事業及び福利厚生事業を北九州商工会議所へ移管し、当会議所の事業

と統合する。全事業移管後、（財）北九州市中小企業共済センターは解散

する。 

 
エ 港湾整備特別会計の経営健全化 

港湾整備事業は、本市の物流の基盤や産業団地の整備を通じ、本市の

生活や産業を支える重要な役割を担っているが、地価の下落による資産

価値の減少等により、数年以内に特会全体の実質収支が赤字になる懸念

があるため、経営改善計画を策定し、経営の健全化を図る。 

 
 

⑥ 持続的な都市経営を支える財政基盤づくり（４３件） 
ア 市税及び税外債権の収入率の向上 

歳入の根幹である市税及び税外債権（国民健康保険料、介護保険料、

保育料等）の収入率の向上を図る。 
また、税の専門性を最大限発揮するため、市税・税外債権の徴収体制

の一元化を図る東西２ヶ所の「（仮称）税金・料金管理事務所」の設置を

中心とした税務組織の見直しを行う。 
あわせて、コンビニ収納など市民の利便性向上についても検討を進め

る。 

 

イ 未利用市有地の有効活用 

    未利用市有地について、積極的に売却するとともに、売却や計画が確

定するまでの間は積極的な一時貸付を行う。 

  平成２０年度は、売却目標額を前年度倍増の３０億円に引き上げる。 

 

ウ 特定目的基金の廃止・統合 

  特定目的基金について、民間からの寄付金によるもの等を除く３基金

の統廃合を図る。 
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エ エリア指定による維持管理コストの削減 

公共施設の維持管理業務について、各館ごとの個別委託から、近隣エ

リアにある複数施設の委託業務の一部を一括契約することで、維持管理

費を削減する。 
 

＜小倉北エリア＞〔見直し効果２９百万円〕 

生涯学習総合センター、中央図書館、松本清張記念館、文学館、埋

蔵文化財センター 

＜八幡東エリア＞〔見直し効果６１百万円〕 
美術館、自然史・歴史博物館 

 

  オ 競輪、競艇特別会計の繰出金の活用 
競輪、競艇特別会計から５億円を一般会計に繰り入れることにより、

「人にやさしいまちづくり」の財源としての活用を図る。 

 

カ 廃棄物の埋立処分料金の改定 

公共処分場における産業廃棄物の埋立処理費用及び一般廃棄物の埋立

処理手数料について、埋立量の減量を視野に入れ、見直しを実施する。

見直し効果２３１百万円。 

 
  キ 高金利債の借換え（「公的資金補償金免除繰上償還制度」の活用） 

高金利の公的資金について、補償金を支払うことなく低利債に借り換

えることが可能となったため、制度を活用して金利負担の軽減を図る。

見直し効果１３３百万円。 
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Ⅱ 具体的取り組み 

１ 政策マネジメントサイクルの確立 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）政策マネジメントサイクルの確立と運用 
1
○新 

「（仮称）北九州市経営プラ
ン」等の策定 

第三者機関である「北九州市都市経営戦略会議」
の議論をいただきながら、平成２１年度以降の中期
的な市政経営や行財政改革の方針となる「（仮称）北
九州市経営プラン」を策定する。 
また、それを踏まえて、財政の健全化を図りなが

ら、「人にやさしく元気なまち」の構築を着実に進め
るため、「平成２１年度北九州市経営方針」を策定す
る。 

財政局 

2 戦略的予算編成システムの
推進 

中期的な行政経営の観点から、戦略的予算編成シ
ステムを推進する。財源配分を受けた局がその枠内
で自主的・主体的に予算編成を行うとともに、市全
体として「重点戦略経費」を確保することで、政策
立案機能と予算編成事務の簡素・効率化（人件費の
抑制、公共投資の重点化・抑制、事務事業の見直し
など）を一層推進する。 

財政局 

3 指定管理者評価システムの
充実 

公の施設の管理を代行している指定管理者につい
て、適正な管理が行われているかなど第三者委員会
の評価を含め、引き続き多角的な視点からの評価を
実施する。 

財政局 

4 公共事業評価システムの推
進 

公共事業の着手や継続について、必要性や効果等
を客観的に検証し、市民意見を踏まえた上で慎重に
決定するため、事業着手前の事前評価や予算化後一
定期間ごとに行う再評価を引き続き実施する。 

財政局 

２ 市民との協働と公民パートナーシップ（ＰＰＰ）の活用 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）民営化の推進 
1
○新 

北九州勤労総合福祉センタ
ー（北九州ハイツ）の民営
化 

勤労福祉施設の北九州ハイツを運営している 
（財）北九州勤労総合福祉センターの廃止に伴い、
民間事業者に建物を賃貸し、運営を移行する。見直
し効果２１百万円。 

保健福祉局

（２）民間委託化の推進 
1
○新 

市政だよりの見直し 紙面の大型化・カラー化を図るとともに、編集業
務を民間委託する。 

広報室 

2
○新 

計量検査所定期検査業務の
委託化 

計量検査所における定期検査業務の一部を民間委
託する。 

総務市民局



８ 

 
項    目 実  施  概  要 所 管 

3 防疫業務の見直し  市が直接行ってきた防疫業務を見直し、年次的に
駆除業務等を委託化するなど、相談指導業務を中心
としたものに事業の整理を実施する。 
平成２０年度は、東部地区（門司区、小倉北区、

小倉南区）の委託化を実施する。 

保健福祉局

4 直営保育所給食調理業務民
間委託 

 現在、２箇所の直営保育所で民間委託している給
食調理業務について、委託箇所数を増加する。見直
し効果８百万円。 

子ども 

家庭局 

5 焼却工場の維持管理の効率
化 

焼却工場において、現在、市が行っている計量・
プラット業務及び施設内清掃業務を民間委託するこ
とにより、維持管理の効率化を図る。 
平成２０年度は、日明工場において実施する。見

直し効果３１百万円。 

環境局 

6 環境科学研究所分析業務の
民間委託化 

 環境科学研究所が実施している行政検査のうち、
一般的な分析業務を民間事業者に委託する。見直し
効果１７百万円。 

環境局 

7 排水設備等確認申請業務等
の委託化 

排水設備等確認申請にかかる業務について、許
可・規制・指導業務を除き、受付・審査・検査・資
料作成等の業務を委託する。見直し効果８百万円。 

建設局 

8
○新 

浄水場業務の見直し  葛牧浄水場を取水場化し、クリプトスポリジウム
（病原性生物）対策が完備された井手浦浄水場にて
一括した浄水処理を実施する。 
 また、道原浄水場の運転業務を見直し、井手浦浄
水場からの遠方操作とする。見直し効果８４百万円。 

水道局 

9 学校給食調理業務の民間委
託 

市立小学校における学校給食調理業務について、
平成１６年度から段階的に民間委託化を進めてい
る。 
平成２０年度は新たに１１校において実施する。 

教育委員会

 
 



９ 

 
項    目 実  施  概  要 所 管 

（３）指定管理者制度導入の推進 

公の施設の管理への指定管理者制度の導入 

 指定管理者制度の導入を積極的に推進するとともに、指定管理者の評価を実施し、適切な運営を確
保する。 

 1 青少年施設 もじ少年自然の家【２回目】 
 指定管理者：特定非営利活動法人  

北九州レクリエーション協会 
 指定期間： 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

子ども 

家庭局 

 2 北九州学術研究都市 （９施設一体管理） 
北九州学術研究都市学術研究施設【２回目】 
（産学連携センター、共同研究開発センター、情報
技術高度化センター、事業化支援センター、（仮称）
産・学・市民交流センター〔新設〕、学術情報センタ
ー、会議場、体育館、運動場） 
 指定管理者（候補）： 

（財）北九州産業学術推進機構 
 指定期間： 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 
 【見直し効果】６４百万円 

産業学術

振興局 

 3 起業家育成支援施設 北九州テレワークセンター【２回目】 
 指定管理者：（財）北九州産業学術推進機構 
 指定期間： 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 
 【見直し効果】１百万円 

産業学術

振興局 

 4 門司港レトロ地区産業観
光施設 

［６施設一体管理］ 
北九州市関門海峡ミュージアム（海峡ドラマシップ） 
旧大阪商船 旧門司三井倶楽部 門司港レトロ観
光物産館 門司港レトロ展望室 門司港レトロ駐
車場【２回目】 
 指定管理者（候補）： 
㈱ビービーディオー・ジェイ・ウェスト・アクテ
ィオ㈱共同企業体 
 （構成企業：㈱ビービーディオー･ジェイ・ウェス
ト、アクティオ㈱） 

 指定期間： 
平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

 
北九州市旧九州鉄道本社（九州鉄道記念館）【２回目】 
 指定管理者（候補）： 

九州鉄道記念館運営共同企業体 
 （構成企業：ジェイアール九州メンテナンス㈱、 
㈱ＪＴＢ九州、㈱ジェイアール九州エージェン
シー） 

 指定期間： 
平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

経済文化局
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項    目 実  施  概  要 所 管 
 5 有料公園等 白野江植物公園【２回目】 

指定管理者：内山緑地建設㈱ 
指定期間： 
平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

 
志井ファミリープール【２回目】 
指定管理者： 

アドベンチャープール活性化共同企業体 
（構成企業：岡﨑建工㈱、㈱プランドゥ） 
指定期間： 
平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

建設局 

 6 観光施設 門司麦酒煉瓦館【２回目】 
指定管理者（候補）： 

ジェイアール九州メンテナンス株式会社 
指定期間： 
平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

建築都市局

 7 図書館 [４施設一体管理］【２回目】 
国際友好記念図書館 門司図書館 
大里分館 新門司分館 
 指定管理者：㈱図書館流通センター 
 指定期間： 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 
【見直し効果】１百万円 
 

[２施設一体管理]【２回目】 
戸畑図書館 戸畑分館 
 指定管理者：㈱日本施設協会 
 指定期間： 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

教育委員会

（５）ＰＦＩ等による民間活力の導入 
1 ＰＦＩなど民間活力の積極
的な活用 

公共施設の整備に当たっては、民間のノウハウを
活用するＰＦＩなどの積極的な導入を図り、投資コ
ストを可能な限り抑制するとともに、公共投資に併
せて民間投資を誘発するなど、まちのにぎわいづく
りに寄与するような事業スキームを検討・構築する。 
 
＜ＰＦＩを導入する事業＞ 
・北九州市立思永中学校整備ＰＦＩ事業 
（H20 年度：建設、H21 年 4 月開校予定） 
 
＜ＰＦＩ等の民活導入を検討する事業＞ 
・（仮称）北九州市漫画ミュージアム開設準備事業 
（H20 年度：実施方針検討、H21 年度末：開館予定） 
・フィッシャリーナ整備事業 
（H20 年度：実施方針検討、H23 年度末：完成予定） 
・黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 
（H20 年度：事業内容・スキームの検討） 
 

財政局 

経済文化局

建築都市局

教育委員会
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項    目 実  施  概  要 所 管 
（６）市民・NPO 等との協働の推進 
1 タウンミーティングの開催 様々な政策課題について市民と直接対話し、市民

と市との協働によるまちづくりを進めることを目的
に、タウンミーティング（対話集会）を１０回程度
開催する。 

広報室 

2 予算編成過程の公開 市政の透明性の一層の向上と市民の予算編成への
参画を図るため、平成２１年度予算編成においても、
編成過程を引き続き公開する。 

財政局 

3 住民主体の地域づくりの促
進 

 地域の課題を地域で解決する住民主体の地域づく
りを促進するため、「まちづくり協議会の組織充実」
や、「地域総括補助金の導入促進・内容充実」等を図
ることにより、まちづくり協議会を中心とした地域
づくりの活動を支援する。 
※平成２０年度実施内容 
     １９年度   ２０年度 
実施団体 ８４団体→１２０団体（予定） 

総務市民局

4 市民との協働による街区公
園の維持管理 

 街区公園の維持管理業務のうち、清掃や除草など
について、地元の公園愛護会との協働による実施を
図る。 

建設局 

5 河川愛護団体との連携強化  河川愛護団体の設立支援及び育成を図るととも
に、河川除草等の団体との連携を強化する。 

建設局 
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３ 市民サービスの向上と業務・組織の改革 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）満足度の高い市民サービスの提供 
1
○新 

市政だよりの見直し （７ページの再掲） 広報室 

2
○新 

いのちをつなぐネットワー
ク構築事業の推進 

 市民が、家族や地域から孤立し、様々な制度やサ
ービスを受けられない状態で死に至ることがないよ
う、“全てのいのちを大切にする”という強い信念の
もと、行政として地域を支援する新しい仕組み『い
のちをつなぐネットワーク』の構築を推進する。 

保健福祉局

3 児童館の充実  地域における児童の健全育成や子育て支援、地域
活動の拠点である児童館について、開設時間の延長
や学校休業日の開館時間の繰上げ、障害児の受け入
れ拡大を図る。 
 平成２０年度は、新たに３館において開設時間を
延長する。 

子ども 

家庭局 

4 放課後児童クラブ開設時間
の延長等 

 共働き家庭の増加や学校完全週５日制の実施など
に伴う利用者のニーズに対応するため、全児童の受
入に本格的に着手し、今後３年程度で全市での実施
を図る。また、開設時間の延長や障害児の受け入れ
を促進する。 
 平成２０年度は、新たに５クラブにおいて開設時
間を延長するほか、土曜日に開設するクラブを２ク
ラブ追加する。 

子ども 

家庭局 

5
○新 

スポーツ施設予約システム
変更 

 スポーツ施設紹介、施設空き情報と行事予定の提
供及び予約抽選を行うスポーツ施設予約システムに
ついて、ＡＳＰ方式を採用し、他の公共施設でも使
用できるシステムを稼動する。見直し効果７百万円。 

教育委員会

6
○新 

３５人以下学級の実施  小学校に入学したばかりの児童が友達と騒いだり
教室を歩き回るなどして授業が成立しない問題（「小
１プロブレム」）や、小学校から中学校１年生になっ
たことで学習や生活の変化になじめずに不登校にな
るなどの現象（「中１ギャップ」）に対処するため、
平成２０年度から小学校 1 年生及び中学校１年生に
ついて、３５人以下学級を実施する。 

教育委員会

（２）IT を最大限に活用した業務・組織の改革 
1 業務の効率化と情報システ
ムの再編事業の推進 

市役所業務全体をそのあり方から徹底的に見直
し、その上で改革の効果を最大とするため、情報シ
ステムの抜本的な再編と次期庁内ネットワークの構
築を強力に推進する。 
 完成後（平成２２年度予定）には、区役所窓口ワ
ンストップサービスの実現による市民の利便性の向
上と区役所組織再編による職員数削減を目指す。
（「北九州市ＩＴ推進計画」における目標：▲500 人） 

総務市民局
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項    目 実  施  概  要 所 管 
2
○新 

財務会計帳票のイントラネ
ットによる提供 

 業者等からの請求書等について、庁内イントラネ
ットの様式ダウンロードサイトにより適宜印刷でき
るようにすることにより、印刷発注や在庫管理にか
かる事務作業と費用を削減する。見直し効果 1 百万
円。 

会計室 

3
○新 

スポーツ施設予約システム
変更 

（１２ページの再掲） 教育委員会

（４）実施機能の徹底した簡素・効率化 
ア 施設の廃止及び事務事業の見直し 
1
○新 

建設材料試験場維持補修費
の節減 

 建設材料試験場の維持補修について、特に急を要
しないものについては、補修時期や補修内容の見直
しを行うことにより、経費を削減する。見直し効果
２百万円。 

技術監理室

2
○新 

健保施設（保養所）の見直し  健保施設（山の家、高塔荘）について、施設の老
朽化や利用者の減少等により廃止する。見直し効果
６百万円。 

総務市民局

3
○新 

市民センターの清掃業務委
託の見直し 

 市民センターの清掃業務について、職員や施設利
用者に自主清掃の協力を得ることにより清掃回数の
見直しを行う。見直し効果３８百万円。 

総務市民局

4 公用車管理事務の見直し  各局で管理している公用車のうち稼働率の低い車
両を共用化するとともに、台数の適正化（減車）を
図る。 
 平成２０年度は、車両を１０台減車する。見直し
効果１１百万円。 

総務市民局

5 職員住宅の廃止  民間の住宅事情の改善にともない、職員住宅を廃
止することにより、維持管理経費を削減する。 
 平成２０年度、全職員住宅を廃止する。見直し効
果５百万円。 

総務市民局

6 集会所の統廃合による適正
配置 

 市内に設置されている集会所について、同種の機
能を持った施設の設置状況等を踏まえ、統廃合によ
る適正配置を図る。 

保健福祉局

7 防疫業務の見直し （８ページの再掲） 保健福祉局

8 家庭ごみ量減に伴う収集台
数の見直し 

 平成１８年度に実施した家庭ごみ収集制度の見直
しによるごみの減量に伴い、直営車両３台及び委託
車両３台を減車する。見直し効果１３４百万円。 

環境局 
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項    目 実  施  概  要 所 管 
9 ごみ収集、まち美化などに関
する委託事業の見直し 

 ごみ収集やまち美化等の委託事業について、清掃
頻度や使用車両の見直しなどにより、委託料を削減
する。見直し効果２０３百万円。 

環境局 

10
○新 

水質管理委託業務の見直し  ＩＣＰ分析装置の購入により、重金属分析時間の
短縮が可能となったため、工場・事業場排水試験に
かかる業務委託の委託費を削減するほか、他の業務
委託については、測定箇所の見直しを行う。見直し
効果３百万円。 

建設局 

11 既設公園の統廃合  狭小な公園が集中している区域などにおいて、既
設公園を統廃合することにより、規模の適正化、適
正配置を推進する。 
平成２０年度は５公園を廃止する。見直し効果１

百万円。 

建設局 

12 下水道ポンプ場の遠隔監視
化 

合流ポンプ場に先行待機型のポンプを設置し、遠
隔集中監視方式の導入により、運転体制の効率化を
図る。 
 平成２０年度は、戸畑及び本城ポンプ場を遠隔監
視運転へ移行する。見直し効果５百万円。 

建設局 

13
○新 

日本海峡フォーラムの見直
し 

北九州市、下関市、青森市、函館市の海峡を有す
る４市が開催してきた日本海峡フォーラムについ
て、従来の持ち回り形式を見直し、「海峡都市ブラン
ド創設事業」を包含した「海峡友好都市交流事業」
として手づくりの連携事業を行うことで、事務・経
費負担を軽減する。見直し効果３百万円。 

港湾空港局

14
○新 

消防艇の整備内容の見直し  船舶安全法の改正に伴い、５年毎に実施される消
防艇の機関部の解放検査について、使用時間が 
５，０００時間を超えないと推定されるため、国（検
査機関）に対し申請を行い省略する。見直し効果 
１４百万円。 

消防局 

15 消防車両配置の見直し  消防特殊車両等の配置の見直しを行い、効果的な
運用を目指す。 
 平成２０年度は、指揮車２台の車種を変更する。
見直し効果２０百万円。 

消防局 

16
○新 

市防災訓練の実施方法の見
直し 

 北九州市総合防災訓練について、実施方法を見直
し、区防災訓練を充実強化する。見直し効果７百万
円。 

消防局 
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項    目 実  施  概  要 所 管 
17
○新 

各種消防職員研修の見直し  消防局訓練研修計画に基づき実施している職員研
修について、資格取得及び研修内容を精査し見直す。
見直し効果２百万円。 

消防局 

18
○新 

浄水場の監視制御システム
等点検業務委託の一括発注
によるコスト削減 

 個別に発注してきた浄水場の監視制御システム等
点検業務委託を一括で発注することで、低い諸経費
率を適用しコスト削減を図る。 

水道局 

19
○新 

議員個人研修の廃止  議員又は会派等が、市政の調査研究の一助とする
ために、国内外の先進事例を年１回視察する議員個
人研修を廃止する。見直し効果９百万円。 

市議会 

20 小中学校の統合の推進  市内全体で児童生徒数の減少が進み、小規模な学
校が増えていることから、教育効果の向上と教育環
境の整備を図るために、小規模化した市立小・中学
校の統合を推進する。 
 平成２０年度は、道原小学校と山本小学校を統合
し、すがお小学校を新設する。見直し効果５４百万
円。 

教育委員会

イ 簡素・効率的な組織体制への見直し 
1
○新 

市役所組織の再編  「平成２０年度北九州市経営方針」に沿って、多
様化する市民ニーズに応え、マニフェストに掲げら
れた様々な事業を、より積極的かつスピーディに展
開していくための、簡素で効率的な市役所組織を構
築する。 
 具体的には、昨年１０月の「子ども家庭局」新設
に続き、さらに次の内容の組織の再編を行う。 
・企画政策室を強化拡充し、新たに「企画文化局」
を新設。東京事務所を「シティプロモーション首
都圏本部」に名称変更。 

・産業学術振興局を「産業経済局」に改編。 
・経済文化局の廃止による組織のスリム化。 

総務市民局

2 派遣研修の見直し  現状における派遣研修の位置づけを明確にし、効
果的な派遣研修を実施する。 
 平成２０年度は、省庁派遣等の見直しを実施する。 

総務市民局

3 税務組織の見直しと徴収強
化 

 今後予想される極めて厳しい本市の財政状況を踏
まえ、歳入の根幹である市税及び税外債権を確保す
るため、税の専門性を最大限発揮し、市税・税外債
権の収入率の向上を図るとともに、簡素で効率的な
組織を構築するとの観点から、徴収体制の一元化を
ともなう「（仮称）税金・料金管理事務所」の設置を
中心とした税務組織の見直しを行う。 

財政局 

4 市有建築物保全業務の執行
体制の見直し 

 市有建築物の維持保全に係る（財）北九州市都市
整備公社（営繕課）への業務の委託を廃止し、すべ
て市嘱託員にて対応することにより、経費の縮減を
図る。見直し効果１２百万円。 

建築都市局



１６ 

４ 人事・給与制度等の改革 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）職員数の削減と人件費総額の抑制 
1 職員数の適正化及び人件費
総額の削減 

 行政の守備範囲の見直しに基づく民営化・民間委
託化の推進や組織・機構の見直し、事務事業の見直
し、さらには職員採用数の抑制などの取り組みを計
画的に進め、平成１７年度から平成２１年度までの
５年間で１０．９％（１，０６０名）を目標に職員
数の削減を図る。 
 さらに、平成２５年度には職員数を８，０００人
とすることを目標とする。 
 また、給与制度などの見直しにより人件費総額を
抑制する。 

総務市民局

2
○新 

採用職員数の抑制  職員８，０００人体制の実現のため、行政職の採
用者数を、当分の間、６０人程度に抑制する。 

総務市民局

（３）職員の能力開発と能力・適性に応じた職員配置 
1
○新 

職員採用試験における社会
福祉専門人材の採用 

 福祉行政に対する需要の高まりに応え、市民にや
さしい市政を推進していくため、社会福祉分野に造
詣の深い人材を採用できる制度を確立する。 

総務市民局

人事委員会

2 人事制度と研修制度の連携
強化 

 職員の研修歴を一元的に管理し、専門性の高い研
修については、人事異動に反映させるなど、適材適
所の職員配置を推進する。 

総務市民局

3 派遣研修の見直し （１５ページの再掲） 総務市民局

５ 公営企業・外郭団体の改革 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）公営企業の自主性・自立性の拡大 
上水道事業 
 1
○新 

浄水場の監視制御システ
ム等点検業務委託の一括
発注によるコスト削減 

（１５ページの再掲） 水道局 

 2
○新 

浄水場業務の見直し （８ページの再掲） 水道局 

 3 上水道事業会計への繰出
金の見直し 

 一般会計から上水道事業会計への繰出について見
直しを行う。見直し効果１２０百万円。 

水道局 



１７ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
工業用水道事業 

 

1
○新 

工業用水道事業会計への
繰出金の見直し 

 一般会計から工業用水事業会計への繰出について
見直しを行う。見直し効果１１５百万円。 

水道局 

 

2 工業用水道事業会計長期
借入金の繰上償還 

工業用水道第三次布設事業に係る一般会計長期借
入金を繰上償還する。見直し効果１，７００百万円。 

水道局 

交通事業 
 1 交通事業の経営改善  平成１８年度からの５ヵ年の「市営バス事業経営

改善計画」に基づき、独立採算制の徹底や経費の削
減等の経営改善を進め、３年経過後の平成２１年度
に計画実施の効果を検証する。平成２０年度は、労
働条件のさらなる見直し、嘱託化の推進等を実施す
る。見直し効果９百万円。 

交通局 

病院事業 
 1 病院事業の経営改善 市立病院の中期的な方針を定めた「北九州市病院

事業経営改革プラン」に基づき、病院事業の経営改
善に取り組む。 

病院局 

 2 病院事業会計への繰出金
の見直し 

 一般会計から病院事業会計への繰出について、対
象事業等の見直しや「公的資金補償金免除繰上償還
制度」の活用による金利負担の軽減などにより削減
する。見直し効果３０７百万円。 

病院局 

下水道事業 
 1 下水道ポンプ場の遠隔監

視化 
（１４ページの再掲） 建設局 

 2
○新 

水質管理委託業務の見直
し 

（１４ページの再掲） 建設局 

 3
○新 

下水道事業会計への繰出
金の見直し 

 一般会計から下水道事業会計への繰出について、
「公的資金補償金免除繰上償還制度」の活用による
金利負担の軽減や事業の見直しなどにより削減す
る。見直し効果５２１百万円（うち「公的資金補償
金免除繰上償還制度」の活用による効果２６８百万
円）。 

建設局 

 



１８ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
 4
○新 

「公的資金補償金免除繰
上償還制度」の活用によ
る金利負担の軽減 

 下水道事業で多額な費用を必要とした時期に高利
で借入れた企業債について、補償金を支払うことな
く低利債に借り換えることが可能となったため、借
換申請を国に対して行い、金利負担の軽減を図る。
見直し効果７３９百万円（一般会計から下水道事業
会計への繰出金の見直し効果２６８百万円を含む）。 

建設局 

 5 排水設備等確認申請業務
等の委託化 

（８ページの再掲） 建設局 

（２）特別会計の健全化 
食肉センター特別会計 
 1
○新 

食肉センターへの繰出金
の見直し 

 電気料金や自家発運転抑制によるガス料金の削減
等を行い経費を削減することにより、一般会計から
食肉センターへの繰出金を見直す。見直し効果５百
万円。 

保健福祉局

港湾整備特別会計 
 1
○新 

港湾整備特別会計の経営
健全化 

 港湾整備事業は、本市の物流の基盤や産業団地の
整備を通じ、本市の生活や産業を支える重要な役割
を担っているが、地価の下落による資産価値の減少
等により、数年以内に特会全体の実質収支が赤字に
なる懸念があるため、経営改善計画を策定し、経営
の健全化を図る。 

港湾空港局

（３）外郭団体の自主性・自立性の拡大 
1
○新 

外郭団体への職員派遣の見
直し 

 外郭団体経営改革の取り組みとして、市派遣職員
について、民間と競合する事業への従事を段階的に
廃止する。さらに、その他の市派遣職員についても、
市職員削減（８，０００人体制）の取り組みを踏ま
え、平成１９年度から平成２２年度までの集中取組
期間内に１０％、平成２５年度までに２０％の削減
を図る。 

関係局 

2 外郭団体への補助金の削減  「北九州市外郭団体経営改革プラン」に基づき、
外郭団体の内部管理経費の見直しや自主財源の確保
等を図り、補助金総額を削減する。見直し効果 
３１７百万円。 

財政局 

3
○新 

福祉事業団のあり方につい
ての検討 

 福祉事業団の平成２２年度の自立に向け、引き続
き経営健全化計画を推進することにより、市からの
運営補助金を見直す。 

保健福祉局

4
○新 

北九州勤労総合福祉センタ
ー（北九州ハイツ）の民営化 

（７ページの再掲） 保健福祉局

5
○新 

（財）北九州産業学術推進機
構（ＦＡＩＳ）への補助金の
見直し 

 （財）北九州市産業学術推進機構（ＦＡＩＳ）の
補助金のうち「学術研究拠点推進事業」における補
助金について、人員や維持管理経費等の見直しによ
り削減を図る。 

産業学術

振興局 



１９ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
6
○新 

（財）北九州市中小企業共済
センター事業の北九州商工
会議所への移管及び財団法
人の解散 

 （財）北九州市中小企業共済センターの事業全体
を見直し、退職金共済事業及び福利厚生事業を北九
州商工会議所へ移管し、当会議所の事業と統合する。
全事業移管後、（財）北九州市中小企業共済センター
は解散する。 

産業学術

振興局 

６ 持続的な都市経営を支える財政基盤づくり 

項    目 実  施  概  要 所 管 
（１）自主財源の確保・拡充 
ア 新たな税財源など収入の確保 
1 市職員の健康保険料事業主
負担割合の見直し 

市職員の健康保険料について、市（事業主）負担
割合の引き下げを行う。 

総務市民局

2 健康保険料率の引き下げ  健康保険料率について引き下げを行い、市（事業
主）の負担分を削減する。 

総務市民局

3
○新 

「公的資金補償金免除繰上
償還制度」の活用による金利
負担の軽減 

高金利の公的資金について、補償金を支払うこと
なく低利債に借り換えることが可能となったため、
制度を活用して金利負担の軽減を図る。見直し効果
１３３百万円。 

財政局 

4 放置自転車の売却  保管期間を経過して市の所有となった放置自転車
のうち、再利用可能なものを、自転車商に有償で譲
渡する。 

建設局 

5 まちづくり交付金（国費）の
活用における市単独費の節
減 

 補助メニューがなかった道路等の補修事業や補助
採択基準から外れるような小規模事業等のハード事
業、地域の創意工夫に基づく「提案事業」としての
ソフト事業等に対して、まちづくり交付金（国費）
を活用し、事業費の最大４割に国費を充てることに
より、市単独費を節減する。 
 平成２０年度は、折尾土地区画整理事業及び黒崎
副都心賑わいづくり推進事業に「まちづくり交付金
事業」を新たに導入する。見直し効果１６百万円。 

建築都市局

6
○新 

競輪、競艇特別会計の繰出金
の活用 

競輪、競艇特別会計から５億円を一般会計に繰り
入れることにより、「人にやさしいまちづくり」の財
源としての活用を図る。 

経済文化局

イ 市税等収納率の向上 
1 税務組織の見直しと徴収強
化 

（１５ページの再掲） 財政局 



２０ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
2 市税収入率の向上  市税収入の確保とともに、市民負担の公平や行政

の信頼確保の観点から、「市税対策会議」で決定する
滞納処分強化などの徴収対策に取り組み、収入率の
向上を図る。 

財政局 

3 税外債権の収入率向上  税外債権（国民健康保険料、介護保険料、保育料
等）について「北九州市債権回収対策本部」で策定
される基本計画に基づき、各債権の徴収強化策、目
標収入率などを設定し、債権回収を図る。 
 また、区においても「区役所徴収部会」を設置し、
関係各課の連携のもと、債権回収体制を強化する。 

財政局 

ウ 使用料、手数料等の適正化 
1
○新 

健康診査における受診料自
己負担金の免除対象年齢の
見直し 

 がん検診等の健康診査について、受診料免除の対
象年齢を６６歳以上から７０歳以上に引き上げる。
見直し効果８百万円。 

保健福祉局

2
○新 

すこやか住宅改造助成事業
における助成対象の見直し 

 介護が必要な高齢者や障害者の居住する住宅を改
造する場合の助成について、応能負担の観点により、
助成対象を見直す。見直し効果２百万円。 

保健福祉局

3
○新 

廃棄物の埋立処分料金の改
定 

 公共処分場における産業廃棄物の埋立処理費用及
び一般廃棄物の埋立処理手数料について、埋立量の
減量を視野に入れ、見直しを実施する。見直し効果
２３１百万円。 

環境局 

4
○新 

市立幼稚園使用料（保育料）
の見直し 

 市立幼稚園の使用料（保育料）について、改定時
期を見直すとともに、改定金額を地方交付税の算定
単価の改定率を参考として改定する。 

教育委員会

5
○新 

市立高等学校使用料（授業
料）の見直し 

 市立高等学校の使用料（授業料）について、現行
の改定方法を見直し、県立高等学校と同額の授業料
となるよう設定する。 

教育委員会

エ 市有財産等の有効活用、売却の促進 
1 未利用市有地の有効活用  未利用市有地について、積極的に売却するととも

に、売却や計画が確定するまでの間は積極的な一時
貸付を行う。 
 平成２０年度は、売却目標額を前年度倍増の３０
億円に引き上げる。 

財政局 

 



２１ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
2 市営住宅の再配置に伴う余
剰地の活用 

 市営住宅の再配置に伴い生じる余剰地について、
順次転用や処分を推進する。 
 平成２０年度は２箇所について用途廃止を実施す
る。 

建築都市局

（３）総合的なコスト管理の推進 
ア 維持管理コストの削減 

公共施設における総合的な維持管理手法の構築 
道路や建物、設備、プラント等公共施設について、トータルコストの削減に向けた維持管理手法
の構築を図る。 
平成２０年度見直し効果２４４百万円。（以下の主な取り組み項目の見直し効果を含む） 

 1 焼却工場の維持管理の効
率化 

（８ページの再掲） 環境局 

 2 道路照明灯の見直し  道路照明灯のランプ取替時に、水銀灯から電気効
率が高いナトリウム灯に変更することで、維持管理
コストを抑制する。 
 平成２０年度は約７８０灯を交換する。見直し効
果５百万円。 

建設局 

 3 道路照明灯設置工法の見
直し 

 現状の単独柱による設置方法だけではなく、道路
照明灯の建替えや移設時において、近接して利用で
きる電柱がある場合はその電柱に共架する。見直し
効果１百万円。 

建設局 

 4 公園照明灯の見直し  公園照明灯を水銀灯から電気効率が高いナトリウ
ム灯に変更することで、維持管理コストを抑制する。 
平成２０年度は３００灯を交換する。見直し効果 

２百万円。 

建設局 

 5 下水道ポンプ場の遠隔監
視化 

（１４ページの再掲） 建設局 

 6 市民との協働による街区
公園の維持管理 

（１１ページの再掲） 建設局 

 7 河川愛護団体との連携強
化 

（１１ページの再掲） 建設局 

 8
○新 

浄水場業務の見直し （８ページの再掲） 水道局 



２２ 

項    目 実  施  概  要 所 管 
9
○新 

建設材料試験場維持補修費
の節減 

（１３ページの再掲） 技術監理室

10
○新 

市民センターの清掃業務委
託の見直し 

（１３ページの再掲） 総務市民局

11
○新 

河川や水路の補修の見直し  護岸・防護柵・管理道の陥没など、河川や水路の
補修について見直し、緊急性の高いものから優先し
て実施する。見直し効果１０百万円。 

建設局 

12 既設公園の統廃合 （１４ページの再掲） 建設局 

13
○新 

公園・街路除草の見直し  公園や街路植栽部の除草について、樹林地や法面
など利用者にとって支障の少ない箇所では除草期間
を延長するなど、利用状況に合わせたメリハリのあ
る除草を計画的に実施する。見直し効果９１百万円。 

建設局 

14
○新 

防災行政無線電源設備改修
計画の見直し 

 機器の故障発生状況、機器の保守管理業者からの
情報などを基に更新計画を見直し、経費の削減を図
る。見直し効果６百万円。 

消防局 

15
○新 

予防情報システム保守委託
の見直し 

 予防情報システムに対する保守委託業務について
２４時間対応から実働対応時間（９時間）へ見直し
を行う。見直し効果１百万円。 

消防局 

16 総合消防情報システム保守
委託の見直し 

 総合消防情報システム保守委託業務について、こ
れまでの保守実績を考慮し、委託内容を見直す。見
直し効果６４百万円。 

消防局 

17
○新 

エリア指定による維持管理
コストの削減（小倉北エリ
ア） 

公共施設（生涯学習総合センター、中央図書館、
松本清張記念館、文学館、埋蔵文化財センター）の
維持管理業務について、各館ごとの個別委託から、
近隣エリアにある複数施設の委託業務の一部を一括
契約することで、維持管理費を削減する。見直し効
果２９百万円。 

教育委員会

18
○新 

エリア指定による維持管理
コストの削減（八幡東エリ
ア） 

 公共施設（美術館、自然史・歴史博物館）の維持
管理業務について、各館ごとの個別委託から、近隣
エリアにある複数施設の委託業務の一部を一括契約
することで、維持管理費を削減する。見直し効果 
６１百万円。 

教育委員会
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項    目 実  施  概  要 所 管 
19
○新 

スポーツ施設予約システム
変更 

（１２ページの再掲） 教育委員会

ウ 公共工事のコスト縮減 
1 公共工事のコスト縮減  「北九州市公共工事コスト縮減第三次行動計画」

に基づき公共工事の計画段階、設計段階、積算段階、
施工段階、維持管理段階のすべてのプロセスを見直
し、公共工事のコスト縮減に取り組む。 

技術監理室

エ 補助金等の見直し 
1
○新 

特定目的基金の廃止・統合  特定目的基金について、民間からの寄付金による
もの等を除く３基金の統廃合を図る。 

財政局 

2
○新 

特別会計の剰余金等の活用  特別会計の剰余金や特定目的基金等を活用し、一
般会計の負担軽減を図る。 

財政局 

3 外郭団体への補助金の削減 （１８ページの再掲） 財政局 

4 社会福祉協議会への補助金
の見直し 

 北九州市社会福祉協議会に対する運営補助金につ
いて、嘱託報酬の見直し等に取り組むことにより、
削減する。見直し効果１７百万円。 

保健福祉局

5
○新 

福祉事業団のあり方につい
ての検討 

（１８ページの再掲） 保健福祉局

6
○新 

（財）北九州産業学術推進機
構（ＦＡＩＳ）への補助金の
見直し 

（１８ページの再掲） 産業学術

振興局 

7
○新 

（社）北九州港振興協会補助
金の節減 

 北九州港の振興事業を推進している（社）北九州
港振興協会について、協会の会費収入を充実させる
とともに、振興事業費等の見直しを行い、市からの
補助金を削減する。見直し効果１百万円。 

港湾空港局

 


